
 

社会福祉施設等施設整備費補助金交付要綱 

 

 （目的） 

第１ 県は、社会福祉施設等の整備を図るため、予算の範囲内において、岩手県補助金交付

規則（昭和32年岩手県規則第71号。以下「規則」という。）及びこの要綱により補助金を

交付する。 

 （補助金の交付の対象） 

第２ この補助金の交付の対象である事業、施設の種類、補助事業者の範囲及び対象となる

整備区分は別表第１のとおりとする。 

２ 前項の施設整備は、社会福祉施設等施設整備費国庫補助金交付要綱（平成17年10月５日

付け厚生労働省発社援第1005003号厚生労働事務次官通知。以下「国補助金交付要綱」と

いう。）第２の３の(２)及び(３)に定める整備内容をいう。 

３ 整備費補助金は、施設整備費において次に掲げる費用については補助の対象としないも

のとする。 

 (１) 土地の買収又は整地に要する費用 

 (２) 職員の宿舎に要する費用 

 (３) その他施設整備費として適当と認められない費用 

 （補助金の交付額の算定方法） 

第３ 補助金の交付額は、次項又は第３項の規定に定めるところにより算出した額とする。

この場合において、交付額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるもの

とする。 

２ 前条第１項の施設に係る創設、増築、改築、老朽民間社会福祉施設整備及び避難スペー

ス整備については、国補助金交付要綱第２の６の(１)のアにより選定された額に４分の３

を乗じて得た額と国補助金交付要綱第２の６の(１)のイにより算出した額とを比較してい

ずれか少ない方の額以内の額を交付額とする。 

３ 前条第１項の施設に係る前項に掲げる事業以外の事業については、国補助金交付要綱に

定める対象事業の区分に応じ、国補助金交付要綱第２の６(２)のイに規定する都道府県（

指定都市及び中核市）補助基本額に４分の３を乗じて得た額以内の額を交付額とする。 

 （申請の取下期日） 

第４ 規則第８条第１項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領し

た日から起算して15日以内とする。 

 （財産の処分に係る制限の期間） 

第５ 規則第19条第１項に規定する期間は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法

律施行令（昭和30年政令第255号）第14条第１項第２号により厚生労働大臣が定める期間

とする。 

 （工事の状況報告） 

第６ 補助事業者は、施設整備に係る工事に着工したときは、工事着工報告書（様式第５号

）により工事に着工した日から10日以内に、また、工事進捗状況については工事進捗状況

報告書（様式第６号）により、毎年度12月末日現在の状況を翌月15日までに知事に報告し



なければならない。 

 （立入検査等） 

第７ 知事は、予算の執行の適正を期するため、補助事業者（市町村を除く。）に対して、

必要な報告を求め、又は当該職員に、その事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他

の必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 

２ 補助事業者は、補助事業の全部又は一部を補助金の交付により実施する場合において、

当該補助金の交付に当たっては、知事が、予算の執行の適正を期するため、当該補助金の

交付を受ける者に対して、必要な報告を求め、又は当該職員に、その事務所、事業場等に

立ち入り、帳簿書類その他の必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることが

できる旨の条件を付さなければならない。 

３ 補助事業者は、補助事業の全部又は一部を委託により実施する場合において、当該委託

の業務を行う者と契約を締結するに当たっては、知事が、予算の執行の適正を期するため

、当該委託の業務を行う者に対して、必要な報告を求め、又は当該職員にその事務所、事

業場等に立ち入り、帳簿書類その他の必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させ

ることができる旨の条件を付さなければならない。  

 （書類の整備等） 

第８ 補助事業者は、補助事業に係る補助金の経理を明らかにした書類を整備し、当該補助

事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して５年間（当該補助事業により取得し、

又は効用の増加した財産に係る処分の制限期間が５年を超える場合にあっては当該処分の

制限期間）これを保存しなければならない。 

 （前金払） 

第９ 補助事業者は、補助金の前金払を請求しようとするときは、社会福祉施設等施設整備

費補助金前金払請求書（様式第７号）に知事が必要と認める書類を添えて、知事に提出し

なければならない。 

 （消費税等仕入控除税額に係る報告等） 

第10 補助事業者は、規則第４条の規定に基づき補助金の交付の申請をするに当たって、当

該補助金に係る消費税等仕入控除税額（補助金の交付の対象となる経費に含まれる消費税

及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法（昭和63年法律第108号）の規定により仕

入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法（昭和25年法律第

226号）に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率（当該補助金の

額を当該経費の額で除して得た率のことをいう。）を乗じて得た額をいう。以下同じ。）

が明らかではないため、消費税等仕入控除税額を含めて補助金の交付の申請をした場合に

、当該申請の後に当該消費税等仕入控除税額が明らかになったときは、速やかに消費税等

仕入控除税額報告書（様式第８号）により知事に報告しなければならない。 

２ 補助事業者は、補助金の交付を受けた後に前項の報告をした場合は、当該報告による知

事の補助金の返還の命令を受けて、前項の報告に係る消費税等仕入控除税額を返還しなけ

ればならない。 

 （提出書類及び提出期日） 

第11 規則により定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表第２のとおり

とする。 



 （補則） 

第12 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関して必要な事項は、別に定める。 



別表第１（第２関係） 

交付の対象となる事業 施設の種類 補助事業者の範囲 対象整備区分 

障害者の日常生活及び

社会生活を総合的に支

援するための法律（平

成17年法律第123号。以

下「障害者総合支援法

」という。）第５条第

１項に規定する障害福

祉サービス事業（同条

第６項に規定する療養

介護、同条第７項に規

定する生活介護、同条

第12項に規定する自立

訓練、同条第13項に規

定する就労移行支援又

は同条第14項に規定す

る就労継続支援に限る

。）を行う施設（以下

「障害福祉サービス事

業所」という。）及び

同条第11項に規定する

障害者支援施設の施設

整備 

障害福祉サービス事

業所 

障害者総合支援法

第79条第２項の規

定により事業を実

施する法人（社会

福祉法人、医療法

人、日本赤十字社

、公益社団法人、

一般社団法人、公

益財団法人、一般

財団法人、特定非

営利活動法人及び

営利法人等をいう

。以下「社会福祉

法人等」という。

） 

創設、増築、

改築、大規模

修繕等、スプ

リンクラー設

備等整備、老

朽民間社会福

祉施設整備及

び避難スペー

ス整備 

障害者支援施設 地方税法（昭和25

年法律第226号）

第348条第２項第

10の４号及び第10

の６号の規定によ

り固定資産税を課

されないこととさ

れている法人（社

会福祉法人、日本

赤十字社、公益社

団法人、公益財団

法人、一般社団法

人又は一般財団法

人等をいい、医療

法人を除く。） 

障害者総合支援法第５

条第２項に規定する居

宅介護、同条第３項に

規定する重度訪問介護

、同条第４項に規定す

る同行援護及び同条第

５項に規定する行動援

居宅介護事業所、重

度訪問介護事業所、

同行援護事業所及び

行動援護事業所（以

下「居宅介護事業所

等」という。）並び

に短期入所事業所、

社会福祉法人等 創設、増築、

改築、大規模

修繕等、避難

スペース整備

（居宅介護等

及び相談支援

を行う事業所



護（以下「居宅介護等

」という。）並びに同

条第８項に規定する短

期入所、同条第15項に

規定する共同生活援助

及び同条第16項に規定

する相談支援を行う事

業所の施設整備 

共同生活援助事業所

及び相談支援事業所 

の施設整備を

除く。） 

身体障害者福祉法（昭

和24年法律第283号）第

５条第１項に規定する

身体障害者社会参加支

援施設（補装具製作施

設、盲導犬訓練施設及

び視聴覚障害者情報提

供施設に限る。）の施

設整備 

 

補装具製作施設、盲

導犬訓練施設、点字

図書館、聴覚障害者

情報提供施設 

社会福祉法人 創設、増築、

改築、大規模

修繕等、スプ

リンクラー設

備等整備及び

老朽民間社会

福祉施設整備 

 

児童福祉法（昭和22年

法律第164号）第７条に

規定する児童福祉施設

及び第６条の２の２第

２項に規定する児童発

達支援、同条第４項に

規定する放課後等デイ

サービスを行う事業所

の施設整備 

障害児入所施設 社会福祉法人、日

本赤十字社、公益

社団法人及び公益

財団法人並びに一

般社団法人及び一

般財団法人 

創設、増築、

改築、大規模

修繕等、スプ

リンクラー設

備等整備、老

朽民間社会福

祉施設整備及

び避難スペー

ス整備 

児童発達支援センタ

ー、児童発達支援事

業所、放課後等デイ

サービス事業所 

社会福祉法人等 

児童福祉法第６条の２

の２第５項に規定する

保育所等訪問支援、同

条第６項に規定する障

害児相談支援を行う事

業所の施設整備 

保育所等訪問支援事

業所及び障害児相談

支援事業所 

社会福祉法人等 創設、増築、

改築、大規模

修繕等及び避

難スペース整

備 

社会福祉施設等におけ

る応急仮設施設整備の

国庫補助の取扱いにつ

いて（平成17年10月５

日付け社援発第1005010

応急仮設施設 この表の施設の種

類ごとに定められ

ている補助事業者 

応急仮設施設

整備 



号厚生労働省社会・援

護局長通知）に基づく

応急仮設施設の施設整

備 

 



別表第２（第11関係） 

条 項 提出書類及び添付書類 様 式 提出部数 提出期日 

規則第４条の

規定による書

類 

社会福祉施設等施設整備費補

助金交付申請書 

１ 申請額内訳書 

２ 事業計画書 

３ 建物の室ごとの室名及び

面積を明らかにした書類 

４ 建物の配置図、各階平面

図及び立面図 

５ 設備の見積書 

６ カタログの写し 

７ 敷地の登記簿謄本及び借

地の場合は賃貸借契約書の

写し 

８ 市町村補助金及び寄附金

に係る証拠書類 

９ 歳入歳出予算（見込）書

抄本 

第１号 

 

別紙１ 

別紙２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙３ 

２部 

 

 

別に定める 

規則第６条第

１項第１号、

第２号及び第

３号の規定に

より承認を受

ける場合の書

類 

社会福祉施設等施設整備事業

変更（中止、廃止）承認申請

書 

１ 申請額内訳書 

２ 事業計画書 

３ 建物の室ごとの室名及び

面積を明らかにした書類 

４ 建物の配置図、各階平面

図及び立面図 

５ 設備の見積書 

６ カタログの写し 

７ 敷地の登記簿謄本及び借

地の場合は賃貸借契約書の

写し 

８ 市町村補助金及び寄附金

に係る証拠書類 

９ 歳入歳出予算（見込）書

抄本 

第２号 

 

 

別紙１ 

別紙２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙３ 

２部 

 

 

 

変更（中止、

廃止）の理由

が生じた日か

ら14日以内 

規則第13条第

１項の規定に

社会福祉施設等施設整備費補

助金請求書 

第３号 

 

１部 

 

別に定める 



よる書類 社会福祉施設等施設整備費補

助金事業実績報告書 

１ 精算額内訳書 

２ 事業実績報告書 

３ 歳入歳出決算（見込）書

抄本 

 

第４号 

 

別紙４ 

別紙５ 

別紙６ 

 

２部 

 

 


